
◎デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 
（令和三年五月一九日法律第三七号）   

一、 提案理由（令和三年三月一〇日・衆議院内閣委員会） 

○平井国務大臣  

……………（略）…………… 

 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、

その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 

 情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、データ利活用の重要

性が高まっており、データの適正な利用のためのルール整備と併せ、マイナンバーの情

報連携の促進やマイナンバーカードの利便性の向上及び普及の促進等を図る必要があり

ます。また、新型コロナウイルス感染症への対応において、押印、書面を前提とした制

度、慣行がテレワークの支障となるなど、社会全体のデジタル化の推進が喫緊の課題と

なっています。 

 この法律案は、こうした状況を踏まえ、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社

会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の

整備を行うものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護

に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後

の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個

人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずることとしております。 

 第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとと

もに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の

提供を可能とすることとしております。 

 第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の

発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び

電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。 

 第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者

を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認

可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしておりま

す。 

 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を

求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 



……………（略）…………… 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。 

二、 衆議院内閣委員長報告（令和三年四月六日） 

○木原誠二君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案は、民間事業

者、行政機関及び独立行政法人等に係る個人情報保護制度を個人情報の保護に関する法

律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報

の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護

委員会に一元化するほか、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、

書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする等の措置を

講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 各法律案は、去る三月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本

委員会に付託されました。 

 本委員会においては、翌十日平井国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、十二日から

質疑に入りました。十八日に参考人から意見を聴取するとともに、二十四日に総務委員

会との連合審査会を開会し、さらに、三十一日には菅内閣総理大臣の出席を求めて質疑

を行うなど慎重に審査を重ね、四月二日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、デジタル社会形成基本法案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主

党・無所属及び公明党の共同提案による修正案、自由民主党・無所属の会、公明党及び

日本維新の会・無所属の会の共同提案による修正案並びに立憲民主党・無所属の提案に

よる修正案が、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対し、

立憲民主党・無所属の提案による修正案が、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用に

よる預貯金口座の管理等に関する法律案に対し、日本維新の会・無所属の会及び国民民

主党・無所属クラブの共同提案による修正案が、それぞれ提出され、各修正案の趣旨の

説明を聴取いたしました。 

……………（略）…………… 

 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして

は、立憲民主党・無所属の提案による修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 

 なお、五法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二日） 



 （デジタル社会形成基本法（令三法三五）の附帯決議と一括して掲載） 

三、 参議院内閣委員長報告（令和三年五月一二日） 

○森屋宏君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案は、個人情報

の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律等の関係法律について所要の整備を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、五法律案を一括して議題とし、総務委員会との連合審査会を

行い、参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、これまでのＩＴ政策の総括、デジタル庁設置の意

義と今後の展開、デジタル人材の育成・確保策、デジタルデバイドへの対応策、個人情

報保護とデータ活用のバランス、個人情報保護条例の取扱い、個人情報保護委員会の体

制及び権限、マイナンバーの活用の在り方と給付金支給の迅速化、押印、書面の見直し

の意義と課題等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の小沼委員よりデジタル庁

設置法案及び預貯金口座登録法案に賛成、他の三法律案に反対の旨、日本共産党の田村

委員より五法律案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、五法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 なお、五法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年五月一一日） 

 （デジタル社会形成基本法（令三法三五）の附帯決議と一括して掲載） 


